
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

一

〇

六

号

自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
の
見
直
し
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

木

村

太

郎
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自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
の
見
直
し
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
十
四
年
に
設
立
し
た
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
は
、
そ
の
後
、
自
公
政
権
時
の
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日
、
行

政
改
革
の
重
要
方
針
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
中
期
目
標
期
間
に
お
い
て
は
、
厳
正
・
公
正
中
立
な
検
査
の
実

施
、
街
頭
検
査
、
リ
コ
ー
ル
情
報
の
報
告
な
ど
業
務
に
お
け
る
質
の
向
上
、
業
務
運
営
の
効
率
化
に
取
り
組
み
、
平
成
十
九
年

四
月
か
ら
の
第
二
期
中
期
期
間
で
は
、
役
職
員
が
非
公
務
員
化
さ
れ
、
ま
た
法
人
に
お
い
て
今
後
五
年
間
で
職
員
を
五
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
減
少
さ
せ
る
と
し
、
併
せ
て
指
定
整
備
工
場
に
よ
る
民
間
能
力
の
更
な
る
活
用
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
法
人
の
業
務

に
つ
い
て
、
新
規
検
査
・
構
造
変
更
検
査
・
街
頭
検
査
や
ユ
ー
ザ
ー
車
検
の
受
け
皿
機
能
な
ど
の
業
務
に
重
点
化
す
る
と
し
て

き
た
。

現
政
権
に
移
行
後
、
平
成
二
十
二
年
十
月
の
行
政
刷
新
会
議
に
お
い
て
は
、
継
続
検
査
を
大
幅
に
民
間
へ
移
管
す
べ
き
な
ど

の
議
論
が
行
わ
れ
、
同
年
十
二
月
、
独
立
行
政
法
人
を
見
直
す
基
本
方
針
が
閣
議
決
定
し
た
こ
と
を
受
け
、
法
人
の
業
務
と
運

輸
支
局
の
検
査
・
登
録
業
務
を
一
体
化
す
る
こ
と
や
指
定
整
備
率
向
上
対
策
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
。

今
後
、
早
急
に
平
成
十
一
年
に
成
立
し
た
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
改
正
案
を
国
会
に
提
出
し
、
新
た
な
自
動
車
検
査
独
立

行
政
法
人
や
指
定
整
備
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
則
を
遵
守
し
、
事
業
者
が
受
け
入
れ
易
く
、
受
検
者
の
安
全
性
・
利
便
性

一



の
向
上
に
資
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

行
政
改
革
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
人
等
は
、
独
立
行
政
法
人
そ
の
も
の
の
見
直
し
が
先
決
と
聞
く
が
、
そ
の
た
め
の

独
立
行
政
法
人
通
則
法
改
正
案
を
今
国
会
に
提
出
す
る
の
か
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

二

一
に
関
連
し
、
通
則
法
改
正
案
が
成
立
し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
法
人
の
内
容
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
新
た
な
自
動
車

検
査
独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
及
び
方
針
は
何
時
ま
で
に
決
定
し
、
関
連
法
案
を
国
会
に
提
出
す
る
の
か
、

野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

三

一
及
び
二
に
関
連
し
、
昨
年
十
月
に
行
わ
れ
た
独
立
行
政
法
人
改
革
に
関
す
る
分
科
会
に
お
い
て
の
国
土
交
通
省
の
説
明

で
は
、
「
検
査
法
人
の
業
務
と
運
輸
支
局
の
検
査
・
登
録
業
務
を
一
体
化
し
、
将
来
的
に
は
新
法
人
と
軽
自
動
車
検
査
協
会

と
の
一
体
的
運
営
・
統
合
を
検
討
す
る
」
、
「
検
査
法
人
と
交
通
安
全
環
境
研
究
所
を
統
合
し
、
新
た
な
法
人
と
す
る
」
、

「
新
法
人
の
業
務
・
在
り
方
の
見
直
し
、
業
務
範
囲
の
変
更
等
を
踏
ま
え
、
検
査
手
数
料
の
在
り
方
や
水
準
を
検
討
す

る
」
、
「
指
定
整
備
率
を
向
上
さ
せ
、
独
法
の
継
続
検
査
業
務
の
民
間
へ
の
移
管
を
検
討
す
る
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
項
目
に
つ
い
て
、
今
後
に
お
い
て
も
変
わ
り
な
く
進
め
て
い
く
の
か
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

二



四

一
〜
三
に
関
連
し
、
行
政
刷
新
会
議
は
、
昨
年
内
ま
で
に
結
果
を
纏
め
る
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
に
お
け
る
進
捗
状
況

は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

五

平
成
十
八
年
十
月
十
七
日
付
け
の
国
土
交
通
省
の
資
料
に
よ
る
と
、
指
定
整
備
の
具
体
的
な
拡
大
策
と
し
て
、
指
定
整
備

工
場
の
指
定
要
件
の
う
ち
、
工
員
数
「
五
人
以
上
」
を
「
四
人
以
上
」
に
緩
和
し
、
そ
の
効
果
予
測
と
し
て
、
平
成
二
十
二

年
度
に
お
い
て
、
指
定
整
備
工
場
数
が
約
六
千
工
場
増
加
す
る
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
に
お
け
る
進
捗
状
況
は
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
か
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


